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〇
経
済
産
業
省
令
第
五
十
二
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め

の
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
の
特
例
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
の
特
例
に
関
す
る
省
令

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
こ
の
省
令
に
特
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
計
量
法
及
び
特
定
計
量
器
検
定

検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
特
定
計
量
器
に
係
る
検
定
証
印
等
及
び
装
置
検
査
証
印
の
有
効
期
間
の
特
例
）

第
二
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
計
量
器
（
検
定
証
印
等
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
、
又
は
使
用
に
供

す
る
た
め
に
所
持
す
る
者
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
（
令
和
二
年
一
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が

新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
等
の
影
響
に
よ
り
生
じ
た
事
由
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に
よ
り
検
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
特
定
計
量
器
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
に
も
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
旨
を
公
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

そ
の
構
造
が
規
則
第
六
条
で
定
め
る
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

二

そ
の
器
差
が
規
則
第
十
六
条
第
二
項
で
定
め
る
検
定
公
差
を
超
え
な
い
こ
と
。

２

経
済
産
業
大
臣
は
、
車
両
等
装
置
用
計
量
器
（
装
置
検
査
証
印
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
使
用
し
、
又
は
使

用
に
供
す
る
た
め
に
所
持
す
る
者
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
り
生
じ
た
事
由
に
よ
り
装
置
検
査

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
車
両
等
装
置
用
計
量
器
が
規
則
第
二
十
二
条
第

一
項
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
旨
を
公
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
公
示
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
期
間
の
間
は
、
特
定
計
量
器
に
係
る
検
定
証
印
等

及
び
装
置
検
査
証
印
は
、
そ
の
有
効
期
間
の
満
了
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


